
医療整備課

総務・医療企画担当

3535

番号 事業名 会計 款 項 目 説明事業

B25
病床機能転換促進事業 衛生費 医薬費 医薬総務費 地域保健医療計画推進費

 宣言項目 02 健康・医療・介護の安心確保

分野施策 020307 地域医療体制の充実

１　事業の概要 ５　事業説明

２　事業主体及び負担区分

３　地方財政措置の状況

　なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

予算額

財　　源　　内　　訳

一般財源
繰 入 金

決定額 513,282 513,282 0 200,969

前年額 312,313 312,313 0

平成30年度予算見積調書
課室名:

担当名:

内線: (単位：千円)

一般会
計

事 業
期 間

平成28年度～ 根 拠
法 令平成37年度

　増大する医療需要に対応するために、病床機能に応じ
た患者受入体制の構築、医療機関相互の連携などを図
る「医療機能の分化・連携」を推進する必要があること
から、今後、大幅な不足が推計されている回復期病床へ
の機能転換を行う医療機関の取組みを支援する。　

（１）病床機能転換促進事業　513,282千円

（１）事業内容
　　　病床機能転換促進事業　513,282千円
　　　急性期病床等から回復期病床（地域包括ケア病床等）への転換を行う医療機関に対して、施設整備費及び設備整備
　　費に関する助成を行う。

　　ア　施設整備費　新築・増改築及び改修に要する工事費
　　　  補助基準額(上限額)　新築・増改築　転換病床1床あたり 9,000千円（補助率1/2）
　　　　                    改修　　　　　転換病床1床あたり 3,333千円（補助率1/2)

　　イ　設備整備費　医療機器等の備品購入費
        補助基準額(上限額)  1施設あたり　　　　　　　　　　10,800千円（補助率1/2）　　

（２）事業計画
　　　平成28年度　　事業開始　　　　　　　　　
　　　平成29年度～　回復期病床への転換を促進　　　　　　

（３）事業効果
　　　本事業の実施により、回復期病床への転換が促進され、必要な医療機能の充実を図ることができる。
　　　
（４）その他
　　ア　病床機能転換を行う医療機関について地域医療構想調整会議に報告し、当会議での検討に反映させる。　
　　イ　前年からの変更点　補助基準額の見直し

　(県1/2) 事業者1/2

　9,500千円×1人＝9,500千円

前年との
対比

― 保健医療部 B25 ―
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